
臨時特例

１.令和６年１月１日時点で能登地域６市町に居住
（七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町）

２.以下のいずれかの罹災証明で半壊以上
・令和６年能登半島地震
・令和６年奥能登豪雨及び令和６年能登半島地震

３.現在の世帯が以下のいずれかの要件に該当
➀高齢者 ②障害者 ③児童扶養手当 ④住民税非課税
⑤離職・廃業 ⑥一定のローン ⑦借入不可 ⑧家計急変

申請はお済みですか？

下記の１～３の全てに該当する世帯

特設ホームページ
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窓口(6市町＋石川県庁)、郵送、オンラインで申請可能！
詳しくはコールセンターまでお電話ください！

※

※（正式名称）石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金

給付金

能登地域の6市町で被災された方へ

＊12/28～1/5はお休み
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